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こ
の
本
は
縦
書
き
で
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
覧
に
な
る
機
種
に
よ
り
、
表
示
の
差
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

本
電
子
書
籍
は
購
入
者
の
閲
覧
目
的
の
た
め
だ
け
に
フ
ァ
イ
ル
の
閲
覧
が
承
諾
さ
れ
て
い
ま
す
。

目
的
を
超
え
た
転
載
、
配
信
、
送
信
な
ど
の
行
為
は
著
作
権
法
上
、
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

2



は
じ
め
に
―
―
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
・
デ
ス
テ
ニ
ー
（
明
白
な
宿
命
）
―
―

は
じ
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
つ
い
て
、
私
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
少
し
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

フ
ラ
ン
ス
人
に
、
自
国
の
歴
史
の
ど
こ
が
一
番
好
き
か
と
尋
ね
る
と
、
一
位
は
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
代

（
十
八
世
紀
後
半
）、
二
位
は
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
戦
争
の
時
代
（
十
五
世
紀
後
半
）
な
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
を
日
本
の
歴

史
で
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
、
一
位
は
幕
末
・
明
治
維
新
の
時
代
（
十
九
世
紀
半
ば
）、
二
位
は
戦
国
時
代
（
十
六
世
紀
後
半

か
ら
十
七
世
紀
前
半
）
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
で
は
「
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
戦
争
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
。

一
言
で
ざ
っ
く
り
と
説
明
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
末
期
に
、
日
の
出
の
勢
い
で
領
土
を
拡
大
し
て
い
っ
た

半
独
立
国
「
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
国
」（
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
東
隣
、
古
代
に
は
「
中
フ
ラ
ン
ク
王
国
」
ま
た
は
［
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
＝

ロ
タ
ー
ル
の
王
国
］
と
呼
ば
れ
た
地
域
）
の
、
栄
枯
盛
衰
と
滅
亡
の
物
語
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
、
な
ぜ
こ
の
国
が
「
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
」（
ド
イ
ツ
語
読
み
で
「
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
」
）
で
は
な
く
、「
ブ
ル
ゴ
ー
ニ

ュ
」（
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
「
ブ
ル
グ
ー
ン
」
と
発
音
し
た
そ
う
で
す
が
、
そ
う
い
う
細
か
い
話
は
こ
こ
で
は
止
し
に
し
ま
し
ょ
う
）

よ

と
呼
ば
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
説
明
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

す
で
に
『
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
』
で
も
解
説
し
た
よ
う
に
（
拙
著
『
賽
の
河
原
』
参
照
）、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
一
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派
、
ブ
ル
グ
ン
ト
族
が
最
初
に
建
国
し
た
の
は
、
現
ド
イ
ツ
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
地
方
の
古
都
ヴ
ォ
ル
ム
ス
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
王
国
は
紀
元
四
三
七
年
、
フ
ン
族
の
王
ア
ッ
テ
ィ
ラ
に
攻
め
ら
れ
滅
亡
。
生
き
残
っ
た
わ
ず
か
な

ブ
ル
グ
ン
ト
の
人
々
は
、
ロ
ー
マ
の
将
軍
ア
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
命
に
よ
り
、
南
方
の
荒
地
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
湖
畔
）
へ
移

住
さ
せ
ら
れ
た
の
で
し
た
。

拙
著
『
賽
の
河
原
』
で
さ
ん
ざ
ん
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
Ｗ
・
ハ
ン
ゼ
ン
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
新
し
い
ブ

ル
グ
ン
ト
」
は
、
わ
ず
か
の
歳
月
で
息
を
吹
き
返
し
た
と
い
う
の
で
す
が
、
な
ぜ
ロ
ー
マ
帝
国
が
そ
れ
を
許
し
た

の
か
、
あ
る
い
は
先
住
の
諸
民
族
と
の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
な
ど
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で

す
。と

り
あ
え
ず
、
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
想
像
を
展
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
こ
の
「
新
し
い
ブ
ル
グ
ン

ト
」
は
お
そ
ら
く
、
ロ
ー
ヌ
川
を
伝
っ
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
か
ら
西
方
の
リ
ヨ
ン
、
お
よ
び
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
に
、
さ
ら
に

ソ
ー
ヌ
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
北
西
の
オ
ー
タ
ン
に
、
勢
力
を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
「
ブ
ル
グ
ン
ト
王
国
」
は
、
四
四
三
年
か
ら
五
三
四
年
の
間
、
独
立
国
で
し
た
。
そ
の
後
、
法
律
的
に
は

フ
ラ
ン
ク
王
国
の
属
領
に
な
り
ま
す
が
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ク
王
国
（
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
）
は
い
わ
ゆ
る
領
邦
国
家
で

あ
り
、
ブ
ル
グ
ン
ト
の
君
主
は
慣
例
的
に
「
王
」
を
名
乗
り
ま
し
た
。

九
世
紀
、
あ
の
カ
ー
ル
大
帝
の
孫
の
代
に
、
帝
国
（
フ
ラ
ン
ク
王
国
＝
ゲ
ル
マ
ン
人
の
治
め
る
ロ
ー
マ
帝
国
）
は
三
つ
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の
王
国
に
分
裂
し
ま
し
た
（
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
条
約
。
八
四
三
年
）。「
ブ
ル
グ
ン
ト
王
国
」
は
「
中
フ
ラ
ン
ク
王
国
」
の
一

部
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
「
中
フ
ラ
ン
ク
王
国
」
は
、
た
び
重
な
る
兄
弟
相
続
と
三
国
の
力
関
係
に
よ
り
、

次
々
と
分
割
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
北
方
の
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
と
呼
ば
れ
る
地
域
（
※

）
は
、
有
名
な
メ
ル
セ
ン

1

条
約
（
八
七
〇
年
）
に
よ
り
、
東
西
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
分
割
、
吸
収
さ
れ
、
南
の
ブ
ル
グ
ン
ト
も
、
大
ざ
っ
ぱ
に
見

れ
ば
、
同
じ
運
命
を
た
ど
り
ま
し
た
。

【
引
用
・
そ
の
①
】

む
こ
う
み
ず
（
シ
ャ
ル
ル
突
進
公
の
こ
と
。
詳
細
は
後
述
。
引
用
者
注
）
は
「
ロ
ー
マ
人
の
王
」
に
な
り
た
か
っ
た
。

ブ
ル
グ
ン
ト
王
や
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
王
（
※

）
で
は
い
や
だ
っ
た
。

1
（
堀
越
孝
一
『
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
家
―
―
中
世
の
秋
の
歴
史
』
二
五
七
頁
）

※

上
記
本
文
中
の
「
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
」
お
よ
び
引
用
文
中
の
「
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
王
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ル
ザ
ス
・
ロ

1
レ
ー
ヌ
」
と
同
義
で
す
。
参
考
文
献
の
記
述
か
ら
、
私
が
そ
う
理
解
し
た
の
で
す
が
、
歴
史
学
的
に
正
確
か
ど
う
か
自
信
が

あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
「
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
」
は
オ
ラ
ン
ダ
、
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
北
海
沿
岸
地
方
を
指
す
地
名
だ
か
ら
で
す
。

「
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
」
は
無
難
に
言
え
ば
「
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
」
で
し
ょ
う
が
、
素
朴
な
疑
問
と
し
て
、
王
子
ロ
タ
ー
ル
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が
生
ま
れ
る
以
前
に
は
、
こ
の
土
地
は
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
？

専
門
家
に
よ
る
解
説
を
お
願
い
し
た
い
で

す
。

な
お
、「
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
」
に
は
「
上
」
と
「
下
」
が
あ
り
、「
上
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
」
が
「
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
」
に
相
当

か
み

し
も

し
、「
下
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
」
が
「
オ
ラ
ン
ダ
」
に
相
当
す
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、「
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
」
の
字
義
は
「
フ
リ
ー

ス
人
の
土
地
」
で
あ
り
、「
フ
リ
ー
ス
語
」
は
「
ド
イ
ツ
語
よ
り
も
英
語
に
近
い
言
語
」
だ
そ
う
で
す
。

何
が
言
い
た
い
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
た
と
え
ば
「
ア
イ
ヌ
」
は
、
江
戸
時
代
に
は
「
北
海
道
」
に
し
か
い
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
古
代
に
は
「
東
北
地
方
」
に
も
住
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
、
み
た
い
な
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
九
世
紀
当
時
、「
フ

リ
ー
ス
人
」
が
「
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
」
の
山
岳
地
帯
に
も
住
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」

で
す
。（
二
〇
一
四
年
九
月
加
筆
）

少
し
細
か
く
書
き
ま
す
と
、
八
七
九
年
、
ブ
ル
グ
ン
ト
王
国
は
（
ロ
ー
マ
）
皇
帝
ロ
ド
ヴ
ィ
コ
（
ま
た
は
、
ル
ー
ト

ヴ
ィ
ヒ
）
二
世
の
娘
婿
ボ
ゾ
に
よ
っ
て
、
言
わ
ば
女
系
相
続
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
ボ
ゾ
の
王
国
」
が
そ
の
後
、
三

つ
に
分
割
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
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8

※

ロ
ド
ヴ
ィ
コ
（
イ
タ
リ
ア
語
）、
ル
イ
（
フ
ラ
ン
ス
語
）、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
（
ド
イ
ツ
語
）
は
、
名
前
と
し
て
は
同
じ
も
の
で

3
す
。【

】
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
一
世
敬
虔
王
、
に
対
し
て
、【

】
ロ
ド
ヴ
ィ
コ
二
世
＝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
二
世
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

２

４

同
様
に
、
カ
ー
ル
（
ド
イ
ツ
語
）
と
シ
ャ
ル
ル
（
フ
ラ
ン
ス
語
）
も
同
名
で
す
。
つ
ま
り
【

】
カ
ー
ル
一
世
大
帝
、
に
対
し

１

て
、【
５
】
シ
ャ
ル
ル
二
世
＝
カ
ー
ル
二
世
、
で
す
。

た
と
え
ば
「
フ
ラ
ン
ス
王
家
」
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
ル
イ
十
八
世
に
連
な
る
「
ル
イ
」
と
い
う
名
の
最
初
の
王
は
「
ル
イ
一

世
敬
虔
王
」（
上
記
の
表
で
は
【

】
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
一
世
）
に
な
り
ま
す
。
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ク
族
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
だ
っ

２

た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
ド
イ
ツ
人
ら
し
く
」「
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
」
と
記
述
し
ま
し
た
。「
フ
ラ
ン
ス
人
の
王
」
が
登
場

す
る
の
は
、
九
八
七
年
の
「
ユ
ー
グ
・
カ
ペ
ー
」（
カ
ペ
ー
朝
）
以
降
だ
と
思
い
ま
す
。

※

筆
者
は
「
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
」
を
、「
ロ
タ
ー
ル
一
世
の
国
」
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
は
「
ロ
タ
ー
ル
二
世
の
国
」、

4
つ
ま
り
現
在
の
「
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
」（
ド
イ
ツ
語
読
み
「
エ
ル
ザ
ス
・
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
」
）
を
指
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
地
域
は
長
ら
く
、
独
仏
二
国
間
の
係
争
地
域
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
フ
ラ
ン
ス
領
で
す
。

※

「
ブ
ル
グ
ン
ト
王
」
と
「
ブ
ル
グ
ン
デ
ィ
ア
・
プ
ロ
バ
ン
ス
王
」
の
領
地
は
同
じ
で
す
。
資
料
に
よ
る
表
現
の
違
い
で
す
。

5
シ
ャ
ル
ル
（
ブ
ル
グ
ン
デ
ィ
ア
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
王
）
に
男
子
継
承
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
シ
ャ
ル
ル
の
領
土
を
ボ
ゾ
が
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継
承
し
た
、
と
い
う
形
で
す
。

［
三
つ
の
ブ
ル
グ
ン
デ
ィ
ア
］

「
ボ
ゾ
の
王
国
」
が
さ
ら
に
分
裂

①
ソ
ー
ヌ
川
西
岸
＝
フ
ラ
ン
ス
領
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
侯
領
（
オ
ー
タ
ン
、
デ
ィ
ジ
ョ
ン
な
ど
）

支
配
者
の
推
移
＝
リ
シ
ャ
ー
ル
（
ボ
ゾ
の
弟
）
家
→
カ
ペ
ー
家
系
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
侯
家

→
ヴ
ァ
ロ
ワ
家
系
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
侯
家

②
北
ブ
ル
グ
ン
デ
ィ
ア
（
ユ
ラ
＝
ド
イ
ツ
語
／
ジ
ュ
ラ
＝
フ
ラ
ン
ス
語
。
ジ
ュ
ラ
高
地
）

（

）
ト
ラ
ン
ス
ユ
ラ
・
ブ
ル
グ
ン
ト
王
国
＝
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
湖
（
レ
マ
ン
湖
）
周
辺
（
八
八
八
年
～
）

i
（

）
ソ
ー
ヌ
川
東
岸
＝
ド
イ
ツ
領
ブ
ル
グ
ン
ト
伯
領
（
ブ
ザ
ン
ソ
ン
、
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
な
ど
）（
※

）

ii

6

※

通
称
「
フ
ラ
ン
シ
ュ
・
コ
ン
テ
」。
ド
イ
ツ
語
の
［
フ
ラ
イ
・
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
＝
自
由
伯
爵
］
の
直
訳
。「
自
由
伯
爵

6

領
」
の
意
。
現
在
は
フ
ラ
ン
ス
領
。

支
配
者
の
推
移
＝
ウ
ェ
ル
フ
家
→
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
→
ヴ
ァ
ロ
ワ
家
系
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
侯
家

（
一
三
六
九
年
）

③
南
ブ
ル
グ
ン
デ
ィ
ア
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（

）
ド
ー
フ
ィ
ネ
（
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
、
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
な
ど
）

i支
配
者
の
推
移
＝
ボ
ゾ
家
→
ド
ー
フ
ィ
ン
家
（
「
イ
ル
カ
」
の
意
。
※

）
→
フ
ラ
ン
ス
王
国

7

※

フ
ラ
ン
ス
王
太
子
の
こ
と
を
「
ド
ー
フ
ァ
ン
」
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
「
ド
ー
フ
ィ
ネ
」
か
ら
来
て
い
ま
す
。
王
太
子
直
轄

7
領
で
す
。

（

）
プ
ロ
バ
ン
ス
（
ア
ル
ル
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
な
ど
）

ii支
配
者
の
推
移
＝
ボ
ゾ
家
→
ロ
ー
マ
法
王
領
、
小
さ
な
地
元
伯
領
→
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
家
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
な

ど

※

②
が
③
を
併
合
し
、「
ア
ル
ル
王
国
」
だ
っ
た
時
代
も
あ
り
ま
す
（
九
三
三
年
～
）。

8

フ
ラ
ン
ス
中
世
史
に
華
々
し
く
登
場
す
る
「
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
国
」
と
は
、
十
四
世
紀
半
ば
に
男
子
継
承
者
を

欠
い
た
カ
ペ
ー
家
系
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
侯
家
に
代
わ
り
、
ソ
ー
ヌ
川
西
岸
（
前
ペ
ー
ジ
の
表
の
①
）
を
受
封
し
た
、
ヴ
ァ

ロ
ワ
家
系
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
侯
家
の
治
め
た
公
国
で
す
。
こ
の
侯
家
は
四
代
、
百
十
余
年
の
歴
史
で
し
た
。
再
び
表

で
示
し
ま
す
。

【

】
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
・
ア
ル
デ
ィ
（
フ
ィ
リ
ッ
プ
豪
胆
公
）
一
三
四
二
～
一
四
〇
四
（
在
位
一
三
六
三
～
一
四
〇
四
）

１


